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(平成 年度) ・
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(平成 年度) ・

暗渠排水工はＡ＝２４０．７ｈａの増となった。

客土工はＡ＝３２．１ｈａの増となった。

[ % ] [ % ] [ % ] [ % ]

＝（ － ） ／

＝（ － ） ／ ＝ ％71.9億円71.9億円

作 成 年 月 日

▲ 24.5

3.5億円

 　本地区は，宮城県の北部，大崎市の東部に位置し，地区の南部を江合川，北部を田尻川に挟ま
れ，東部及び西部は水田地帯と接する平坦な穀倉地帯である。また，本地区は国営かんがい排水
事業江合川地区の受益に含まれており，優良農地として今後も発展が期待される地域である。
　 現況のほ場は１０a区画と狭く，水路は用排水兼用の土水路であるため洗掘，土砂堆積等が著し
く，維持管理に多大な労力と費用を要しており，農道幅員が狭いため大型農業機械の導入も困難と
なっている。また，地下水の高い区域や土質条件により湿田状態であるため，水田の汎用化が困難
となっている。
　 以上のことから，区画形状の改良，用排水路の分離改修，農道の整備，暗渠排水の施工を行い，
効率的なほ場条件とし維持管理の節減・水管理の合理化を図り，効率的な稲作と転作を取り入れた
地域農業体系を確立するものである。

71.9

事業着手時事業費

評 価 結 果

事業着手時
36.0億円 25.2億円 7.2億円
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事 業 担 当 課

補助補助・単独の別

平成

事 業 名

暗 渠 排 水 工

再 評 価 時
暗 渠 排 水 工

経営体育成基盤整備事業

土地改良法

事業目的

根拠法令

施行地名
おおさきしたじり

Ａ＝

ha

事

業

の

概

要

客 土 工

再 評 価 時

国

35

県

埋蔵文化財を保護するために，保護盛土が必要となった。

事業内容

Ａ＝

Ａ＝
事業着手時

区 画 整 理 工 483.0

234.8

12

54.3

45.0

区 画 整 理 工

12.9

【事業内容の変更状況とその要因】

ha

475.5

10

市町村

19.0億円 5.4億円 2.7億円

21

事 業 費

その他(農家)

5

客 土 工

-  億円 億円 27.2億円

費　用　負　担　内　訳

Ａ＝

ha

Ａ＝ ha

483.0

-  億円 

内用地費

Ａ＝

ha

○

再評価事業費

　水田の排水不良区域解消と生産調整における大豆等の畑作物栽培の定着を推進するために必
要となった。

（平成12年度)

○

事業着手時事業費

全　体　事　業　費

（平成21年度)

※事業費増加度(重点評価基準　指標４)

54.3億円

⑰ -1



事業番号⑰

○　事業費増減対照表

　

　

　

※

計画変更は土地改良法に基づく事業計画の変更を示す。

再評価時の完成予定年度は，平成１５年度の総事業費改定に際し見直したもの。

※事業停滞年数(重点評価基準　指標１)＝　 年

※事業工期延伸度(重点評価実施基準　指標３)＝（変更後予定事業期間）／（当初予定事業期間）

（ ）

33.1億円55.8億円

477.5ha 6.2億円

1.0億円

区画整理工

234.8ha

客土工 2.8億円

0.9億円

事業費事業費

77.5%

再 評 価 時

82.8%

（平成21年度)

一式

42.1億円

5.1億円

一式

1.7%

3.5億円

483.0ha

59.5億円

12.9ha

5.4%

483.0ha

9.9%

一式 3.9億円

0.2億円

－

5

年度

＝

12

計画変更実施（予定）年度

年度

年度

＝ ）／（15

－

工 事 着 手 年 度 H.

用 地 買 収 着 手 年 度

○　事業期間

12事 業 採 択 予 定 年 度

事業の進捗状況

－

年度）

71.9億円

12

16完 成 予 定 年 度 H.

H.

年度

○

○

工 事 着 手 予 定 年 度

用地買収着手予定年度

規則第24条第1号関係

54.3億円

「その他工事費等」には，換地費，工事雑費，事務費が含まれる。

一式

生活環境整
備事業

一式

一式

35.6ha

変更の主な理由

事 業 費

事業量 事業量事業費事業量

増     減
事業着手時

（平成12年度)

1.4%用地費及び
補償費

▲ 17.4億円

【事業費の変更状況とその要因】

年度

完 成 予 定 年 度

測量及び試
験費

7.1億円 ▲ 1.3億円5.8億円

1.2億円

その他工事
費等

0.7%

一式

0.4億円

100%

　道路用土を地区内から転用
したことや，除塵機の減（工法
変更）で2.3億円減額，請負差
金により5.4億円減額。物価変
動等により15.1億円減額（計▲
22.8億円）。事業量変更により
0.1億円増額。差し引き22.7億
円減額。

　物価変動により1.9億円減
額。事業変更により0.6億円増
額。合計1.3億円減額。

H.

合　　計

（平成

一式

▲ 0.1億円

事 業 採 択 年 度

0.0億円

一式

100%

9.4%

98.9%

2.6億円

▲ 6.8% 物価変動により0.6億円減額
事業変更により1.8億円増額
差し引き1.2億円増額一式

物価変動により0.2億円減額
事業変更により0.1億円増額
差し引き0.1億円減額

年度）

事 業 着 手 時

100%

7.4%

  ほ場整備実施区域の道路用土を地区内からの転用や揚水機場に付帯する除塵機減により２．
３億円の減，暗渠排水工・客土工の増により５．９億円の増額。請負差金や物価変動等により２
１．２億円減額となっており，全体で１７．６億円の減額となった。

242.7ha

▲ 22.7億円

　事業量変更により2.6億円増
額。

12H.

年度12

　事業量変更により3.2億円増
額。物価変動により0.5億円減
額。差し引き2.7億円増額。

事

業

の

概

要

年度

一式

▲ 17.6億円

0.0%

0.6%

2.7億円

－

0.6%

一式 0.4億円

（平成

再  評  価  時

26

10.7%

暗渠排水工

本工事費

48.5ha

H.

21

H.
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事業番号⑰

平成 年度までの ※（　　）：前回再評価時

（ ） （ ） （ ） （ ）

億円 ％ 億円 ％

※事業工程乖離度(重点評価基準　指標２)

＝（累加投資事業費 ／ 現全体事業費 ）－（ 累加年単純割額 ／ 現全体事業費 ）= ％

＝（ ／ ）－（ ／ ）

＝

●

○　進捗率

23.1

県営経営体育成

H16～H21

111 11.2

田尻中央２期 田尻町 307

H18～H23青生２期 小牛田町，古川市

青生

清水川北浦 小牛田町・古川市

小牛田町，古川市

田尻中央 田尻町 265

639古川市

240

483田尻町・古川市

県営ほ場整備事業（担い手）

小牛田町・田尻町・古川市県営ほ場整備事業（担い手）

県営ほ場整備事業（担い手）

県営ほ場整備事業（担い手）

中埣西部

敷玉西部

田尻西部

田尻第１

県営ほ場整備事業（担い手）

田尻第２

県営ほ場整備事業（担い手）

県営ほ場整備事業（担い手）

多田川左岸

志田

江合左岸 H10～H25

H11～H23

古川市

75.7

古川市・加美町・岩出山町

271

172 23.1

H9～H23田尻町・涌谷町

H7～H12

H8～H17

県営ほ場整備事業（担い手）

県営ほ場整備事業（担い手）

49.9400

40.4

中埣北部 小牛田町・田尻町

県営ほ場整備事業（担い手）

H12～H24

639

32.7

63.4

67.3

H12～H26

H13～H22

H15～H20

H11～H25

54.3

田尻町

事業費 事業期間

－

－

県営大区画ほ場整備事業

旧市町村

進捗率

　区画整理工は，Ａ＝３９２．１ｈａ（８１．１％）が完了している。
  大崎管内では，国の生産調整に対応するため，大豆等の土地利用型農業が行われるようになり，
ほ場整備への要望が出され，採択地区数が増加した。
　旧古川市，旧田尻町では本地区の事業期間中に１９地区で同種事業が実施され，平成２２年度以
降も８地区が事業展開中である。よって，平成２０年度までに完了した地区に予算を重点配分する必
要があったことから工期が延長したものである。
　また，本地区は埋蔵文化財の包含区域であり，事業実施においては，文化財調査を行い区画設計
の見直し，地元説明・調整等不測の日数を要する。このため，今後の事業方針において計画通りの
事業管理に努めていく。

事業費

事業名

28 51.6

68.2532

▲ 15.1

内用地費

28.0億円

鳴瀬第二

古川市高倉

H7～H16

古川市・岩出山町県営ほ場整備事業（担い手） H6～H19

古川市

99

26.1

513

10.9 H16～H21

【事業の進捗状況（順調でない場合にはその要因）】

21

54.3億円

51.6％ ＝－

273

H5～H14

355 H5～H1450.6

48.0

H6～H12

186

－

66.7％

東大崎

県営ほ場整備事業（担い手） 南沢下

中新田町・古川市県営大区画ほ場整備事業

県営大区画ほ場整備事業

％

441

県営経営体育成

受益面積

－ －

進捗率

事業の進捗状況

事

業

の

概

要

県営経営体育成

ほ場整備事業及び経営体育成基盤整備事業実施状況　　（単位：ha，億円）

地区

30.9

38.3

255

24.4

－

鳴瀬第一

中新田町・古川市

54.3億円36.2億円

H4～H12

古川市・岩出山町

県営経営体育成

161 21.1

⑰ -3



事業番号⑰

【今後の進捗の見込み（事業スケジュール表後掲）】

○ 農道：大崎市（砂利補修等）

○ 揚水機場：江合川沿岸土地改良区

○ 道路，水路の草刈り：各農家

○　社会情勢

※

※ 平成２１年度以降も事業の整備により計画通りの転作作物の作付けが見込まれる。

事業を巡る社会情勢等

1.4

キュウリ

1.5

▲ 4.0ほうれん草（畑） 1.0

500.4

2.0ねぎ（畑）

白菜（畑）

7.1

大豆

馬鈴薯（畑）

調整水田

玉ねぎ

レタス（畑）

上 位 計 画 等

399.2 ▲ 9.4

施設管理の予定・管理状況

水稲

規則第24条第２号関係

増減(H20-H12)H20種別＼年度

  供用が開始された施設，及び今後整備される施設は下記区分において，市町村，土地改良区及
び農家がそれぞれ維持管理を行っている。

1.5

122.5 49.3

1.5

▲ 0.7

1.4

25.1

483.0　　合　　計

▲ 1.9

▲ 17.4483.0

▲ 2.2

▲ 61.9

1.5

2.0

▲ 0.1

1.5

0.7

26.719.6

1.5

326.4

牧草

57.68.3

389.8

本地区は水稲・大豆を主体とした土地利用型農業を展開しており，平成２０年度の転作作付け
は大豆５７．６ha，となっている。

1.9

2.2

1.5

1.5

1.5

1.0

61.9

H12 計画(H30)

事業の進捗状況

　本地区は，農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とした「農業振興
地域整備計画」（旧古川市が平成６年，旧田尻町が平成１３年）と，「大崎市地域水田農業ビジョン」
（平成１８年度策定），「みやぎ農業農村整備基本計画」（平成１８年度策定）の農業振興を目的に実
施している。
　また，関連事業として，地区内への用水の安定供給を目的とした国営かんがい排水事業（大崎地
区（Ｈ６～Ｈ２１）・江合川地区（Ｈ５～Ｈ１９））により基幹的なダム・頭首工・用水路が整備される。

ねぎ

5.0

2.0

事

業

の

概

要

自己保全管理

  米価が低迷し生産コストの一層の削減が求められていることや農家の高齢化と後継者不足によ
り，水田農業の担い手（経営体）の確保と育成が強く求められている。また，食料の安定供給のた
めの自給率向上とバランスのある生産のためには，作業効率を高める水田の大区画化と栽培作
物の拡大を図る水田の汎用化が必要となることから，農業者から基盤整備事業の導入要望が強
い。

作付状況（単位：ha）

　区画整理工の未施工Ａ＝９０．９ｈａ，客土工の未施工Ａ＝３９．４ｈａ及び，暗渠排水の未施工Ａ
＝４７５．５ｈａを平成２５年までに実施し，換地処分を平成２６年度に行い事業を完了する見込み
である。

事

業

の

必

要

性

1.6

⑰ -4



事業番号⑰

○　地元情勢，地元の意見

○　効果の発現状況

これまでの事業実施により，次のような効果が発現している。

○ 大区画ほ場（50a～1ha）と用排水路の整備により，水管理の合理化が図られている。
○

○

○

○

○

○

（　）内は認定農業者数

28

農地集積面積ha　　② 279.5

483.0 483.0

2

100%

100%

担い手は，育成目標を達成しており，育成が図られている。認定農業者数は１００％達成。（表２）

(4)

(17)

農家の状況は，作業委託農家が増え，個別経営農家が減少し，担い手に集積が図られている。（表３）

担い手への農地集積率は，57.9％で目標に対して92％の達成となっている。（表１）

大区画ほ場と農道の整備により，大型機械の導入と農作物の効率化が図られている。また，次
のとおり，担い手への農地集積によっても農作業の効率化が図られ，農業機械の保有台数が
減少し経費節減が図られている。

21

H20

(4)

0

1

21

483.0

108.4

(21)28

303.8

0

32 (17)

22 (17)

38

5

(0)

認定農業者数①＋②＋④

(17)

38

22

計画(H30)

農業機械は，個別所有が減少し機械経費の減少が図られている。（表４）

達成率

転作の大豆作付けが目標面積に近づくよう取り込んでゆき，水田の畑利用を図る。（Ｐ４作付状況）

表１　農地集積状況

H20

　  大崎市では「米政策改革大綱に対応した水田農業モデルづくりプロジェクト」事業により，地区
内の各集落においても水田・畑作経営所得安定対策に対応した集落営農組織が立ち上がって
いるところではあるが，農用地利用集積をより推進し意欲ある担い手や集落営農組織を育成する
上では，早期に地区全体の整備がなされるよう強く望まれている。
　 また，当地区では「農地・水・環境保全向上対策」にも積極的に取り組み，集落内の景観形成
や生態系及び水質保全を進め，非農家も含めた維持管理組織により，今後の農村集落の多面
的機能の維持保全を行っているところである。
　 なお，財政は非常に厳しい状況にあるものの，今後とも現在と同等の財政執行を確保し，受益
農家及び事業推進委員会と一体となって，事業の早期完成に向けた推進を図っていくものであ
る。

100.0

H20/計画(H30)計画(H30)

5

(2) 2

57.9

81.1

表２　担い手育成状況（単位：戸，経営体，人）

事

業

の

有

効

性

種別＼年度 H12

62.9

注：農地集約面積＝（個別担い手＋生産法人＋生産組織）の経営農地面積
　　農地集積率＝農地集約面積／地区内農地面積
　　区画整備率＝工事終了面積／地区内農地面積

(21)

事

業

の

必

要

性

農地集積率％

事 業 効 果

15

担い手総計①＋②＋③

個別担い手数①

(15)

H12

33

(13)

区画整備率％

 種別＼年度

集落営農組織数③

オペレーター数④

生産法人数②

22.4

地区内農地面積ha　①

92%

-

⑰ -5



事業番号⑰

※

※

○　想定される事業効果

汎用2.5～3.5ｍ

5

自脱５条

0

▲ 26

自脱４条

0

23

※H２０及び計画(H30)の合計
農家戸数は，事業区域の変
更があるため，事業完了時想
定される数値としている。

※H12年度の数値はほ場整
備前（活性化計画書）

H20担い手分

13

154

5

28

2

▲ 4

6

9

50

22

1

23

16

トラク
ター

49

35

▲ 7

30～40ps

16

▲ 9

（参考）
増減(H20-H12)

H12

31 31

計画(H30)

167

H20

482

4

表３　農家戸数状況（単位：戸）

32 23

141

75

99

7

50ps～

田植機

　今後の事業実施によって，水田汎用化により転作作物が定着し，農地集積や機械の共同利用が
進み,担い手の経営基盤が確立され地域農業が活性化すると考えられる。

53

汎用～2.5ｍ

コンバ
イン

176 31

0

297

0

H20

3

353

111

00

132

518

計画(H30)

0

28

162

518

H12

-12

0

計

委託農家 0

自家消費農家

集落営農オペレーター農家

担い手農家

個別経営農家

79

土地持ち非農家

0

0

16

10

　計

　計

汎用3.5ｍ～

自脱３条

自脱２条

0

農協，農業委員会等が担い手への農地集積とともに，個別経営農家が機械更新を止め農業
機械の効率的利用に協力するよう巡回指導を行っている。

0

25

103

種別＼年度

事 業 効 果

4

表４　農業機械所有状況（単位：台）

15

47

20～30ps

9 9

～20ps

135185

- ▲ 2

19

-

-

▲ 54

5

18

▲ 3

7

7

▲ 9

-

23

12

-

51

▲ 8146

5059

　計

離農農家

乗８条

乗６条

種別＼年度

歩４条

乗４～５条

事

業

の

有

効

性

211

518

本表の「計画」は，米政策改革大綱や水田経営所得安定対策等に対応するため平成２０年度
に見直したものである。

16

0

12

▲ 26

33

106

38

99

040～50ps

70

▲ 14

77バインダー

⑰ -6



事業番号⑰

国営かんがい排水事業

農地に安定した農業用水を供給するため，ダム・頭首工・基幹用水路の新設・改修を行っている。

○国営かんがい排水事業

※進捗率は平成20年度までの累加投資事業費を基準に算定したもの。

（単位：千円）

H5～H19

関連事業の概要・進捗状況等

100%

受益面積 事業費 進捗率事業内容

203.7億円 頭首工，排水機，用排水路5,804ha

大崎地区 H6～H21

江合川地区

事

業

の

効

率

性

地区名 工期

351.8億円

▲ 266,900揚水機場の建屋を設置しないことで軽減を図った。

計

　排水路工では，最小断面を小さくすることで資材費，土工費，
布設費の軽減を図った。

▲ 822,500

▲ 216,100

10,425ha ダム

※コスト縮減は，工法変更による事業費増減のうち減額となった工種を集計したものである。

規則第24条第4号関係

コスト縮減額

　道路工では，盛土用土に地区内の発生土を転用することで
購入土を減らした。また，道路高を低くしたことで盛土量を減ら
し軽減を図った。

　 経営体育成基盤整備事業は，農作業の効率化を阻害している小区画水田，狭い耕作道，土水路
で狭小な用排水路を一体的に整備することにより水田の生産性を向上させ，同時に担い手農家を育
成・確保することによって，効率的で安定的な地域農業の確立ができるものとして選定し導入したもの
であり，外に想定される代替案はないと判断した。

規則第24条第3号関係

95.2%

主なコスト縮減の要因

▲ 37,100
　旧体コンクリートを現地で破砕し再利用することで産業廃棄物
の軽減を図った。

▲ 302,400

区画整理工

代替案との比較検討

コスト縮減計画

工　　種

⑰ -7



事業番号⑰

（単位：千円）

※ 土地改良法上の事業計画における経済効果の数値を記載している。

※ 総便益は，現在の価値に換算している。

※

【便益の概要，主な算出根拠等】

1.37

10,964,108

40,249

437,724

19,094

71,271

7,955,167

573,327

397

1,811

19,446

-

23,584

7,749,040

再 評 価 時

2,358,040

基準年(平成20年)

7,749,040 ※事業費のうち
生活環境整備
（０．４百万円）
は効果算定の
対象外

5,391,000

区　　　　　　分

40

公共施設保全効果

（年効果額算定）

10,964,108

廃用損失額②

総合耐用年数③

安全性向上効果

文化財発見効果

還元率×（１＋建設利息率）④

294

1,808

9,636,353

71,728

35,465

78,257

641,895

営農経費節減効果

年総効果額①

4

9,636,353

2,493,353

総費用

本事業 7,143,000

建設費

1.03

便

益

項

目

維持管理費節減効果

454,343

10,009,698

10,009,698

作物生産効果

更新効果

35,607

0.0639

費

用

項

目

年

維持管理費

事 業 着 手 時

9,636,353

現在価値（Ｃ）

基準年(平成12年)

-

関連事業

土地改良の経済効果　【農林水産省構造改善局計画部監修】　（平成９年版）

％

便 益 算 定 期 間 ：

-

0.0521

40

総費用は，実施済みの事業費を現在の価値に換算したものと今後見込みの事業費を加算
している。

総便益①÷④－②

41

作物生産効果

費用対効果

根拠マニュアル：

社 会 的 割 引 率 ：

維持管理費節減効
果

営農経費節減効果

事

業

の

効

率

性

現在価値（Ｂ）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

文化財発見効果 ：発掘調査を行うことにより後世に継承される効果

公共施設保全効果

：農産物を量的に増加させる効果

：区画整理により作物生産に要する経費が節減される効果

：既設町道をダム建設の運搬道路として利用するために改良したことによ
る効果

：維持管理に係る経費が節減される効果

：土地改良施設の再整備により従前の生産が維持される効果

安全性向上効果 ：安全施設を設けることにより土地改良施設周辺の安全性が高まる効果

更新効果

⑰ -8



事業番号⑰

【事業着手時との違いの要因】

○

○

○

○

○

○

○

○

事業継続

環

境

へ

の

影

響

と

対

策

影響と対策

本事業の建設費は，物価変動，コスト縮減，工法変更等により減額となった。

関連事業（国営かんがい排水事業）に係る効果である「安全性向上効果，公共施設保全効
果」は，関連事業に対するほ場整備の受益面積の割合に応じて計上している。

維持管理費節減効果は，標準値算定から現状の実績算定に変更したことにより減額となっ
た。

営農経費節減効果は，大豆栽培の営農経費節減を追加計上したことによる増額はあった
が，転作率の増加で水稲作付けを減らしたため減額が生じた。合計の効果額では減額と
なった。

作物生産効果は，作物，農産物価格，作付け面積の変更により減額となった。

関連事業（国営かんがい排水事業）の建設費は，事業内容の変更により減額となった。

　 本地区は，大崎市が策定する「田園環境整備マスタープラン」において，環境配慮地区として位
置づけられている。

　 地区内の現況水路にはメダカやドジョウ，カエルなどの小動物が生息しているが，事業実施によ
り生息可能な環境が減少していくと考えられる。
　 そのため，メダカの越冬や渇水期におけるこれら小動物の生息域を確保するためのほ場と水路
のネットワーク化を図る。
　 具体的な方法としては，ため池からの通年水を土水路により通水することで生態系ネットワーク
を形成しワンド及びよどみを設置する。また，コンクリ－ト装工した排水路には両生類が這い上がれ
る「お助け工」を設置する。さらに，生き物の小排水路への落水対策として，接続桝によどみ等を設
置し生き物の落水を防ぐ。

文化財発見効果は，調査結果から対策工法を確定し算定することとなっているため，当初
は計上していない。（文化財発見効果は，文化財の調査費と保護盛土費の合計と同額を計
上することから，事業費増と効果増において相殺の関係にとなっている。）

総合耐用年数が短くなっている要因は，排水路の標準耐用年数（国基準）が４０年から３０
年に変更となったことによる。

地域指定状況等

総
　
合
　
評
　
価

対応方針

費用対効果

事

業

の

効

率

性

⑰ -9



事業番号⑰

H1２ H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

22 24 42 48 106 75 22 54 44 14 20 12 ha

85 225 120 46 ha

1 1 5 5 7 15 12 ha

変　更

測量試験

当　初

換　　地

当　初

変　更

変　更

補　　償

当　初

変　更

事

業

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

表

当　初

変　更

区画整理

項　　　目

暗渠排水

当　初

客　土

当　初

変　更

⑰-10






